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「新大阪駅における貸与被服確認」に関する申し入れ

新大阪駅において、「貸与被服確認について」と題した掲示が掲出された。掲示内容は、

貸与されているすべての被服を確認するため、被服と印鑑（シャチハタ不可）を持ってく

ること。及び、確認する期間と時間を厳守するようになっている。

この会社掲示の内容からして、今回の「貸与被服の確認」は社員に対する業務指示であ

ることは間違いない。しかし、社員は被服の確認を休憩時間や出勤前、退出後、休みの日

に行っているのが実情であり、組合としては看過出来ない問題であると考える。

よって、以下の通り申し入れるので早急に協議の場を設定すること。

記

１．新大阪駅において、２０１５年、２０１６年と今回で３回目となる。貸与被服の確認

を実施する理由を明らかにすること。

２．貸与被服確認を超過勤務扱いとして１５分付与すること。

以 上


